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研究要旨 

感染症対策をうたって販売されている、家庭用製品や室内空間に使用される除菌剤等に

ついて、その成分や使用方法に関する表示を調べるとともに、製品に含有されている有効

成分等の分析を行った。また、国内の除菌剤等による事故事例の解析、国内外の健康被害

に関する文献調査、及び諸外国の注意喚起、規制等状況を調査した。 

製品表示については、消毒や手指に使用できるなどの記載等、薬機法に抵触するおそれ

がある製品が認められた。製品別に、有効塩素濃度、二酸化塩素類、アルコール類及び揮

発性有機化合物類（VOCs）、界面活性剤等を測定した。有効塩素濃度が表示よりも低い製

品や表示 pH と異なっている製品が確認された。エタノール濃度については、ほとんどの

製品で表示と大きな差異は認められなかった。VOCs については、いくつかの成分が検出

されたが全体として低濃度であった。界面活性剤類は主に塩化ベンザルコニウム類が検出

され、製品には陽イオン界面活性剤、除菌剤や抗菌剤と表示されているが、製品によって

は何の表示もされていないものもあった。一部 pH の高い製品があった。 

除菌剤・消毒剤による事故の発生状況を日本中毒情報センターへの問い合わせをもとに

解析した。除菌剤・消毒剤による事故は、COVID-19 感染症の流行により著しく増加して

おり、誤飲や不適切な使用、また誤った情報に基づく誤用による事故が起こっていた。海

外でも同様の事故が起こっており、各国においても Poison Control Centre への問い合わせ

状況などをもとに注意喚起がなされていた。 

欧州連合（EU）、米国及び韓国の規制体制や対応状況を調査した。EU では、バイオサイ

ド規制（BPR）でヒト用途と環境表面用途を一括して管理し、米国及び韓国では環境表面

用途は連邦殺虫剤殺菌剤殺鼠剤法（FIFRA）及び化学製品安全法、ヒト用途は医薬品法と

なっている。パンデミック発生時の対応では、BPR では製品認可を迅速に実施できるプロ

セスを、米国ではアウトブレイクを引き起こしているウイルス以外で実施した有効性試験

結果を基に時限的な緩和措置を導入することができる仕組みが存在していた。 
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A. 研究目的

新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）感染症

（COVID-19）の世界的大流行（パンデミック）

により、我が国も新型コロナウイルス感染症の

まん延防止等のため、東京都などで緊急事態措

置が実施されている。感染防止のためにはマス

ク着用、手洗い、うがい等の基本的な感染対策

の実践のほか、手指や物品の消毒が有効とされ

ており、新型コロナウイルス感染防止対策と称

する様々な除菌剤製品が市場に出ている。一方

で、有効性が低い製品使用による感染拡大や、

安全性の確認が取れていない成分を配合した、

あるいは危険な製品設計に基づき製造された

製品の使用、さらに、消費者の想定外の使用方

法による健康被害事故の発生が懸念されてい

る。 

本研究は、感染症対策をうたって販売されて

いる、家庭用製品や室内空間に使用される除菌

剤等について、使用方法に関する注意喚起や規

制基準の策定、及び適切な製品設計に資するこ

とを目的として、製品の成分や使用方法に関す

る表示を調べるとともに、含有されている有効

成分等の分析を行った。また、国内の除菌剤等

による事故事例の解析、国内外の健康被害に関

する文献調査、及び諸外国の注意喚起、規制等

状況を調査した。 

B. 研究方法

1. 家庭用除菌剤等の市場流通品の実態調査並

びに国内外の健康被害症例報告及び諸外国の

規制状況調査 

1.1. 市場流通品の実態調査 

1.1.1. 試料 

 2020 年 4 月～2020年 12 月（4 月～6月が中

心）にかけて、インターネットサイト及び関東

地方の小売店から、除菌効果等をうたうスプレ

ー製品、ジェル製品、加湿器用製品等、135製

品を購入した。原則として、「有害物質を含有

する家庭用品の規制に関する法律（家庭用品規

制法）」において家庭用品に分類されるものを

対象としたが、参考として、アルコールを主成

分とした 12の化粧品相当製品を含めた。 
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試料は、使用している成分によって次亜塩素

酸類、二酸化塩素類、アルコール類及び界面活

性剤類に大別した。次亜塩素酸類は、液体 25

製品、粉末 3 製品、ジェル状 3 製品の計 31製

品を試料とした。二酸化塩素類は、亜塩素酸と

の表示のあるものを含め 14 製品を試料とした。

アルコール類はスプレータイプ 18 製品とジェ

ルタイプ 13 製品を試料とした。界面活性剤類

を除菌剤成分としているもの及び成分が明確

でないものは 64 製品あった。複数の成分が使

用されている製品は、それぞれの成分を分析し

た。 

1.1.2. 測定物質等 

次亜塩素酸類製品は、有効塩素濃度を測定し

た。二酸化塩素類製品は、二酸化塩素、亜塩素

酸イオン及び塩素酸イオン濃度を測定した。ア

ルコール類製品は、ethanol のほか、米国食品

医薬品局（FDA）が暫定基準値を設定した不

純物である揮発性有機化合物（VOCs）12化合

物、及び 2-propanol（isopropanol）を分析した。

界面活性剤類は、製品評価技術基盤機構

（NITE）が除菌の有効性を公表した化合物の

うち、陽イオン界面活性剤 9 化合物及び非イオ

ン性界面活性剤 3 化合物を測定した。さらに、

一部の製品については、ポリマー系抗菌剤 3種

についても分析した。その他、必要に応じて pH

を測定した。 

1.1.3. 分析方法 

有効塩素濃度等 

有効塩素濃度の測定はヨウ素滴定法により

測定した。粉末試料は製品の表示に従って、ゲ

ル状試料は十分量の水で溶解させたものを試

料溶液として測定した。試料溶液に、ヨウ化カ

リウム溶液及び酢酸溶液を加え、デンプン試液

を添加後、チオ硫酸ナトリウム水溶液を用いて

滴定した。 

二酸化塩素類 

二酸化塩素、亜塩素酸及び塩素酸は上水試験

法に準じ、イオンクロマトグラフ法により測定

した。すなわち、試料を二分割し、一方を窒素

曝気して二酸化塩素を揮散させた後、亜塩素酸

及び塩素酸濃度を測定し、他方には亜硝酸ナト

リウム溶液を加え、二酸化塩素を全て亜塩素酸

にて測定し、先に定量した亜塩素酸濃度を差し

引くことで二酸化塩素濃度を算出した。 

アルコール類及び VOCs 

Ethanol は容量濃度として測定した。試料を

水で 10000倍希釈し、その 5 mL をバイアルに

とり、内部標準物質として methanol-d3 を添加

した後、40℃で 30 分加温し、気相をヘッドス

ペース（HS）-ガスクロマトグラフ-質量分析計

（GC-MS）で測定した。 

Ethanol以外のアルコール類及びVOCsは重量

濃度で測定した。試料0.5 mL（ジェル状試料は

0.25 mL）と水 5 mLをバイアルに入れ、内部標

準 物 質 と し て methanol-d3 、 acetone-d6 、

isopropanol-d8、tert-butanol-d10、benzene-d6を添加

した後、HS-GC-MSにて測定した。 

界面活性剤類 

 試料を探針エレクトロスプレーイオン化法

（PESI）の三連四重極型質量分析計（MS/MS）

でスクリーニング分析し、対象化合物が 10 

μg/mL 以上で検出された試料を詳細分析した。

スクリーニング分析は、試料をイソプロパノー

ルで 1000 倍以上に希釈し、内部標準物質とし

て TMA_Decyl-d21を添加し、ポジティブイオン

モードで測定した。詳細分析は、試料を 0.1%

ギ酸含メタノールで 100000 倍以上希釈した後、

内部標準物質として TMA_Decyl-d21 及び

DDAC-d6 を添加し、液体クロマトグラフタン

デム質量分析計（LC-MS/MS）にて測定した。 

 ポリマー抗菌剤は、吸光光度法で測定した。

測定試料は、 poly(hexamethylene biguanide) 

hydrochloride (PHMB)の使用が表示されてい

3



た 3 製品とした。試料溶液 5 mL、グリシン緩

衝液 5 mL 及び 0.05%Eosin Y エタノール溶液

0.5 mL を混合し、5～10 分放置後、波長 550 nm

の吸光度を測定した。 

pH 

有効塩素濃度及び二酸化塩素類濃度を測定

した試料、並びに製品表示から無機塩類が主成

分と考えられた 8試料の pHをマイクロ ToupH

電極で測定した。ジェル状試料については、ス

リーブ ToupH 電極を用いた。 

1.2. 健康被害症例報告調査 

 過去 10 年に公表された、国内外の家庭用除

菌剤等の使用に伴う健康被害症例等に関する

論文を調査した。文献検索エンジンとして国内

誌は J-global、海外誌は PubMed を用い、キー

ワードを使ってスクリーニングし、抽出した文

献について詳細調査した。また、抽出した文献

に引用され、重要と判断できる文献については

過去 20年間（2000年以降）のものを詳細調査

の対象にした。 

1.3. 諸外国規制調査 

 欧州連合（EU）、米国及び韓国における、家

庭用除菌剤等に対する規制内容（法律・基準値・

根拠）について調査し、我が国における家庭用

品規制法及び「医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律（薬機

法）」との差異等について整理した。また、世

界保健機構（WHO）が発出した消毒剤等に関

する注意喚起についても調査した。 

 

2. 家庭用除菌剤等による健康被害の発生状況

調査 

2.1. 日本中毒情報センターへの除菌剤・消毒剤

の事故の問い合わせ状況の分析 

2020年 1月 1日から 2020年 12月 31日まで

の 1年間に、日本中毒情報センター（JPIC）に

問い合わせのあった除菌剤・消毒剤による事故

事例を下記の 4群に分けて収集し、過去 5年間

の発生状況（件数／事故状況／年齢階層／経路

／症状の有無／受診率）と比較した。また、事

故の原因となった製品の成分、製品形態、表示

等について情報を収集した。さらに、事故問い

合わせ者に対する追跡調査を行った。 

(1) 物品用除菌剤 

 (2) 空間除菌をうたう製品  

 (3) 人体用消毒剤 

 (4) COVID-19対策で使用した除菌剤・消毒

剤以外の製品（漂白剤など） 

2.2. コロナ禍における除菌剤、消毒剤に関す

る諸外国の注意喚起、医学報告の調査 

 米国疾病対策センター（Centers for Disease 

Control and Prevention；CDC）をはじめとする

諸外国、及び日本国内で発信された「COVID-

19に関連する除菌剤、消毒剤による健康被害」

に関する注意喚起や医学論文を web 検索によ

り収集した。 

 

C. 結果 

1. 家庭用除菌剤等の市場流通品の実態調査並

びに国内外の健康被害症例報告及び諸外国の

規制状況調査 

1.1. 市場流通品の実態調査 

1.1.1. 製品表示 

 成分や用途に関する情報が薬機法に抵触す

るおそれのある製品は、135 製品中 24 製品で

あった。薬機法に抵触する表現としては、「手

指に使用可能」と「消毒」が多く、「殺菌」な

どもあった。また、特許取得や公的機関の認可

を得ていることを標榜している製品があった

が、特許番号や認可の具体的な記載がないもの

も多かった。加湿器用として販売されている製

品や、加湿器にも使用できるとの記載がある製

品、空間除菌と記載のある製品が多数認められ

た。 
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1.1.2. 成分分析 

有効塩素濃度 

31 製品（34 試料）を分析したところ、有効

塩素の濃度範囲は n.d.（不検出）～333 μg-Cl/mL

であり、n.d.の製品が 4試料、n.d.～50 μg-Cl/mL

未満が 12試料、50～100 μg-Cl/mL 未満が 5試

料、100 μg-Cl/mL 以上が 13 試料であった。同

一製品でも別々に購入した試料の測定値には

ばらつきが認められた。ジェルタイプの 3製品

に有効塩素は検出されなかった。製品の表示は、

「有効塩素濃度」以外に、「次亜塩素酸水」、「次

亜塩素酸」、「次亜塩素酸ナトリウム」など様々

であったが、有効塩素濃度や液性について記載

のない製品も多数あった。濃度表示のあった

17 試料について実測値と比較すると、11 試料

で表示よりも濃度が低く、そのうちの 10 試料

が表示の 9割以下、試料によっては半分以下で

あった。次亜塩素酸水及びジクロロイソシアヌ

ル酸ナトリウム水溶液試料において、有効塩素

濃度がNITEの検証濃度を下回る製品が複数確

認された。これらの pH値は 3.22～11.14で、3

以上 4 未満が 3 試料、4 以上 5 未満が 5 試料、

5 以上 6 未満が 3 試料、6 以上 7 未満が 13 試

料、7以上 8 未満が 7試料、10以上 11 未満が

2 試料、11 以上 12 未満が 1 試料であった。ま

た、pH が微酸性との表記に対して 7.55 及び

7.53 を示した製品があった。 

二酸化塩素類 

 製品中の二酸化塩素（ClO2）、亜塩素酸イオ

ン（ClO2
-）及び塩素酸イオン（ClO3

-）濃度を測

定した。二酸化塩素濃度の最高値は 94 μg/mL、

亜塩素酸イオン及び塩素酸イオン濃度の最高

値はそれぞれ、2000 μg/mL 及び 410 μg/mL で

あった。また、pH は 4.30～10.06の範囲であっ

た。1 製品は弱アルカリ性との表示に対して、

pHは 4.30と弱酸性を示した。 

アルコール類及び VOCs 

 Ethanol を主成分とする 31 試料について、

ethanol を容量濃度（vol%）、それ以外の VOCs

を重量濃度（μg/mL）で測定した。Ethanolの濃

度記載があったのは、31試料中 11試料で、お

おむね表示通りの値が得られた。スプレータイ

プは 1 試料の 11 vol%を除くと 50～80 vol%、

ジェルタイプは 1 試料の 8.7 vol%を除くと 52

～72 vol%であった。スプレータイプは 18試料

中 11試料、ジェルタイプは 13試料中 8試料が

ethanolを 60 vol%以上含有していた。2試料に

は「日本薬局方消毒用エタノールと同じ効果が

得られる」と表示されており、ethanolを 80 vol%

含有していた。また、特例措置に基づく表示の

あった 2試料（化粧品相当）は 63 vol%及び 62 

vol%であった。 

 Ethanol 以外の VOCsは 8種類が検出された。

Isopropanol は 7 試料から 40～27000 μg/mL 検

出された。不純物として FDA 暫定基準値のあ

る化合物のうち、methanol が 6 試料から 25～

1300 μg/mL、benzene が 5 試料から 0.78～5.2 

μg/mL、acetaldehyde が 13 試料から 7.6～58 

μg/mL、acetal が 14 試料から 1.6～25 μg/mL、

1-propanol は 8 試料から 21～56000 μg/mL、

isobutanolが 5試料から 14～76 μg/mL、acetone

が 2製品から 15～16 μg/mL の濃度範囲でそれ

ぞれ検出された。Methanol及び 1-propanolにつ

いては 2 製品が、benzene と acetaldehyde につ

いてはそれぞれ 2 製品が FDA 暫定基準付近の

値を示した。 

界面活性剤類 

64 試料中、PESI を用いたスクリーニング分

析で対象化合物を検出した 23 試料を LC-

MS/MS分析に供した。LODは 0.76～6.1 μg/mL、

LOQ は 2.3～19 μg/mL とした。12 化合物のう

ち、10化合物が LOQ 以上で検出された。塩化

ベンザルコニウム（BZK）は、BZK-C12 及び

BZK-C14 が 21 試料からそれぞれ 39～24000 
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μg/mL 及び 11～9600 μg/mL、BZK-C16 が 12試

料から 24～1800 μg/mL検出された。BZK-C8、

BZK-C10及び BZK-C18が 1試料から、それぞ

れ 46、21 及び 60 μg/mL 検出された。また、

CPC、DDAC、並びにアルキルアミンオキシド

（AO）である AO_Dodecyl及び AO_Tetradecyl

は 1 試料からそれぞれ 7.4、1900、190及び 86 

μg/mL 検出され、DDAC と AO_Dodecyl 及び

AO_Tetradecyl は BZK が検出されない試料か

ら検出された。塩化ベンゼトニウム（BZT）及

び AO_Decyl はいずれの試料からも検出され

なかった。BZK が検出された試料は、四級アン

モニウムや陽イオン界面活性剤といった成分

表示をしているもの、除菌剤や抗菌剤といった

表示をしているものもあった。グレープフルー

ツ種子抽出物と成分表示された 6 試料全てに

おいて BZK が検出され、その濃度も BZK-C12

及び BZK-C14 が 39～24000 μg/mL 及び 15～

9600 μg/mL と高濃度を示す試料があった。さ

らに、空間除菌をうたう製品や加湿器用除菌剤

から BZK等が検出された。 

 ポリマー系抗菌剤は、3 試料で 525、475 及

び 292 μg/mL と定量され、うち 1試料は表示さ

れた PHMB濃度（500 ppm）とほぼ同じ濃度を

示した。 

pH 

 pH は 3.53～12.69を示し、5製品は pH が 11

以上であり、そのうち 4製品はアルカリ性との

表示があった。 

1.2. 健康被害症例報告調査 

キーワード検索で、国内誌論文 10770報、海

外誌論文 4567 報を抽出し、スクリーニング作

業を行い、国内誌論文 54報、海外誌論文 82報

を詳細調査した。本課題であげる対象製品に相

当する製品での健康被害症例を報告していた

のは、国内誌論文が 20報及び海外誌論文が 11

報あった（自殺などの意図的摂取を除く）。 

曝露経路別に、国内誌のいくつかの報告につ

いて概説する。経口曝露では、認知機能の低下

した高齢者での事例報告が多い。二酸化塩素含

有製剤の誤飲事例では、二酸化塩素発生源とし

て含有されている亜塩素酸塩によるメトヘモ

グロビン血症及び遅発性の溶血性貧血が報告

されていた。 

吸入曝露について、次亜塩素酸ナトリウムを

主成分とする洗剤の使用による喘息様症状や、

家庭用スプレー洗浄剤の換気の不十分な風呂

場や換気扇洗浄時の使用に伴う肺障害事例が

報告されていた。洗浄剤製品にはアルキルアミ

ンオキシドが配合されており、これを原因物質

と考えていた。また、それらの製品の pH は 10

及び 14 と強アルカリ性を示し、論文ではその

影響の可能性を考えていた。韓国では、殺菌剤

入り加湿器の使用に伴う大規模な肺損傷疾患

が発生し、大きな社会問題となった。殺菌剤と

して、ポリヘキサメチレングアニジンリン酸塩

（PHMG-P）、オリゴ（2-（2-エトキシ）エトキ

シエチルグアニジン塩酸塩（PGH）、メチルイ

ソチアゾリノン（MI）及びクロロメチルイソチ

アゾリノン（CMI）が使用されており、そのう

ち肺損傷の原因とされたのが、PHMG-P 及び

PGHであった。 

経皮曝露による皮膚障害としては、2013年 2

月に携帯型空間除菌剤による化学熱傷の被害

報告があった。一般的に、このような形態の製

品は、二酸化塩素を発生させるために亜塩素酸

ナトリウムを主成分としているものが多いが、

当該製品の化学分析では、表示されていた次亜

塩素酸ナトリウム等は検出されず、表示されて

いない亜塩素酸やイソシアヌル酸が検出され

た。洗浄剤等に含まれる界面活性剤による皮膚

障害のほとんどは刺激性接触皮膚炎であるが、

アルキルアミンオキシドやアルキルグルコシ

ドについてはアレルギー性皮膚炎を起こした
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との報告があった。 

1.3. 諸外国規制調査 

米国、EU及び韓国における、我が国で家庭

用品に相当する除菌剤等に対する規制状況を

調査した。 

米国 

家庭用品等の製品表面や室内空間に用いられ

る除菌剤等は連邦殺虫剤殺菌剤殺鼠剤法

（FIFRA）の規制対象とされている。なお、生

きている動物又はヒトに使用される殺菌物質

（例：医薬品、防腐剤等）は連邦食品医薬品化

粧品法（FFDCA）の対象となっている。FIFRA

はポジティブリスト制をとっており、新規有効

成分・製品を利用したい事業者は環境保護庁

（EPA）に申請し、EPAによる安全性や有効性

に関する審査を経て認可される。安全性の評価

項目として、急性毒性や刺激性及び感作性試験、

並びに発生毒性や変異原性試験の実施が必須

とされ、必要に応じて亜慢性試験や慢性試験の

実施が求められる。その際、吸入が主要な曝露

経路の製品では、ラットを用いた 90 日間吸入

毒性試験が求められる場合もある。このほか、

環境への放出後を想定した試験も必要とされ

ている。製品表示については法的強制力があり、

成分表示（有効成分の相対重量割合、名称）や

危険有害性及び使用上の注意事項の記載等が

求められている。 

COVID-19への対応として、EPAは Emerging 

Viral Pathogen Program Guidance（EVPC）（新興

ウイルス病原体に対する効果の表示手順ガイ

ダンス）を有効にした。ガイダンスでは、通常

は有効性試験を実施したウイルスの範囲しか

訴求できないところ、アウトブレイクが発生し

た場合、企業は事前に承認された製品に適応外

の訴求を行うことができるが、終息後にすぐに

取り下げやすい媒体でのみ認められるとして

いる。 

EPA は、SARS-CoV-2 に対して使用可能な

EPA 登録消毒剤製品のリスト（List N）を発表

した。その収載基準は、①SARS-CoV-2に対す

る有効性がある、②SARS-CoV-2より高耐性の

病原体に対する有効性がある、③SARS-CoV-2

と同様の別のヒトコロナウイルスに対する効

果があるとされた。List Nに収載される製品は、

EPA に登録された表面消毒剤のみで、手指消毒

剤やボディワイプ等の他の消毒製品は FDA に

よって管理される。 

EU 

バイオサイド製品規則（BPR）によって規制

されており、農薬、動物用医薬品及び化粧品以

外の活性物質を含み殺生物が主な目的で供給

される衛生製品は、この規則の範囲に含まれる。

BPR はポジティブリスト制を採用しており、

バイオサイド製品の上市には、FIFRAと同様に

事業者が申請し、EU 加盟国や専門家による安

全性や有効性に関する審査に基づく活性物質

の承認とバイオサイド製品としての認可が必

要とされる。安全性評価として、FIFRAで必須

とされている毒性試験のほか、短期から長期の

反復投与毒性試験や発がん性等の試験が必須

とされている。認可対象となるバイオサイド製

品は「ヒト衛生用」、「公衆衛生用」、「スライム

防止用」、「殺鼠剤」等 22 種類の製品タイプに

分かれており、それらは 4つのカテゴリ［消毒

剤・保存剤（防腐剤）・有害生物駆除剤・その

他の製品］に分類されている。2020 年 12 月 5

日現在で、承認済み活性物質は 263物質、これ

らが含まれる認可済みバイオサイド製品の総

数は 6569製品ある。 

COVID-19 に対応する活性物質がまだ評価

及び承認されていないため、BPR では消毒剤

製品がまだ認可されてない。BPR第 55条（1）

では、所管当局は第 17 条（バイオサイド製品

の上市と使用）及び第 19条（認可付与の条件）
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に特別措置を適用して、180日を超えない期間

で、認可の条件を満たさないバイオサイド製品

の上市又は使用を許可することができると規

定している。企業が既に承認された活性物質

（例：プロパン-1-オール、プロパン-2-オール）

を用いた製品を EU / EEA 及び英国市場に迅速

に上市したい場合、BPR第 55条（1）の公衆衛

生上の危険規定を利用して、関連する国内当局

に許可を申請することを ECHA は推奨してお

り、いくつかの加盟国では、薬局や消毒剤を製

造している企業にそのような許可を与えてい

る。 

韓国 

 韓国で家庭用除菌剤等は、「生活化学製品及

び殺生物剤の安全管理に関する法律（化学製品

安全法）」で規制されている。製品規制（ネガ

ティブリスト制）では特定有害物質が一定量含

有していないかを第三者認証機関が認証する

ことになっており、製品認可（ポジティブリス

ト制）では欧州 BPR と類似の制度となってい

る。PHMG、PHG、MI及び CMI、並びに PHMG

に構造が類似の PHMB の規制対象製品への含

有が禁止されている。COVID-19 に関連して販

売されている除菌・消毒剤は集中的に監視され、

違法性が疑われる製品の流通は積極的に遮断

され、違法性が指摘された製品の製造・販売の

禁止や回収命令などの行政処分が実施されて

いる。 

日本 

 我が国では、滅菌、殺菌及び消毒といった

表示は、疾患予防を目的としている薬機法の

対象製品で使用される。家庭用品や建物内等

の環境表面の除菌等に使用することを目的と

した、いわゆる家庭用除菌剤等は家庭用品規制

法の対象である。同法は、家庭用洗浄剤につい

て酸及びアルカリ濃度を規制する。諸外国のよ

うに殺生物剤の承認や認可をする制度ではな

い。日用品では原則として、菌・ウイルスの物

理的な除去の訴求のみが可能である。 

WHO 

  2020年 5月 15 日に Cleaning and disinfection 

of environmental surfaces in the context of COVID-

19（COVID-19に係る環境表面の洗浄と消毒に

関するガイダンス）を公表した。このガイダン

スは COVID-19 に関連して環境表面の洗浄と

消毒に関する政策及び標準実施要項を開発し

実践する医療従事者と公衆衛生専門家、保健当

局を対象としている。 

 

2. 家庭用除菌剤等による健康被害の発生状況

調査 

2.1. 日本中毒情報センターが問い合わせを受

けた事故事例について 

2.1.1. 事故の発生状況 

1) 発生件数、問い合わせ者、発生場所 

 2020 年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日までの

1 年間に JPIC に問い合わせのあった除菌剤・

消毒剤による事故事例総数は 1882 件で、過去

5 年間平均（605 件）の 3.1 倍と著しく増加し

た。問い合わせ者は 1782 件（95％）が市民か

らで、医療従事者からは 53件（3％）にとどま

った。事故の発生場所は 84%が家庭内であるが、

店舗など公共スペースでの人体用消毒剤によ

る事故が 81件（9％）あった。 

物品用除菌剤の総問い合わせ件数は 653 件

で、過去 5 年平均（191 件）の 3.4 倍であり、

4～5 月に問い合わせのピークが認められた。

空間除菌をうたう製品の総問い合わせ件数は

276件で、過去 5年平均（99件）の 2.8倍であ

った。空間除菌をうたう製品は、1月から 2月

にかけて問い合わせが多かった。人体用消毒剤

（薬機法の対象）の問い合わせ件数は 858 件

で、過去 5年平均（315件）の 2.7倍であった。

COVID-19対策で使用した除菌剤・消毒剤以外
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の製品（漂白剤など）は 95件で、COVID-19感

染症の第一波の時期（4～5月）にピークが認め

られ、その後の第二波、第三波に伴った増加は

確認できなかった。 

2) 原因となった製品

物品用除菌剤ではアルコール製品が約半数

を占め、次いで次亜塩素酸水などの次亜塩素酸

類が多かった。過去 5年と比較すると次亜塩素

酸類の割合が増加していた。 

空間除菌をうたう製品では亜塩素酸塩の酸

化により生成する二酸化塩素による除菌をう

たった製品が大半を占め、過去 5年間と同様の

傾向であった。  

人体用消毒剤ではエタノールを有効成分と

する消毒剤が 7 割を占め、次いで BZK を有効

成分とする消毒剤が 2 割であった。BZK のほ

か、グルコン酸クロルヘキシジン、BZT を有効

成分とする消毒剤は、溶剤としてエタノールも

含有する。 

除菌剤・消毒以外では、漂白剤やカビ取り剤

などの次亜塩素酸類含有製品を使用した際の

事故が 85％を占め、次いで食器用洗剤、燃料用

アルコールであった。コロナ禍特有の製品とし

て、アメリカやオーストラリアでコロナに効く

とうたって販売されていた亜塩素酸ナトリウ

ムとクエン酸を含有する Miracle Mineral

Solution、インターネットで抗ウイルス抗菌作

用があることをみて育てていたセージ、アロマ

オイルで作製した自家製の除菌剤などの問い

合わせがあった。 

3) 事故の原因

認識・判断困難による事故が 1096件（58％）

で、そのうち 5歳以下の小児による誤飲事故は

1002件で、認知症患者による誤飲事故も 38件

あった。飲食物容器の使用による事故は 129件

（7%）で、患者のほとんどが成人で、ペットボ

トルに保管していた次亜塩素酸水や塩素系漂

白剤を飲料と間違えて経口摂取した事例であ

った。 

薬剤混合による事故は 63件（3%）で、物品

用除菌剤と漂白剤やカビ取り剤など次亜塩素

酸含有製品との混合事例が多く、発生したガス

の吸入を心配しての問い合わせがほとんどで

あった。 

用法どおり使用していたが症状が出現した

事例が 106 件（6%）あり、二酸化塩素による

空間除菌をうたう製品で多かった。ポンプ式ス

プレーやディスペンサーの製品では、子どもの

近くで使用した、噴射方向を誤ったなどの用法

誤りにより眼に入る事故が多かった。眼に入る

事故は店舗等でも発生しており、物品用除菌剤

で 40件、人体用消毒剤で 81件の問い合わせが

あり、注意喚起を行った。 

4) 有症率と出現症状

問い合わせ時点の有症率は、全体では 34％

と低かったが、誤使用が多い除菌剤・消毒剤以

外の製品では 66％、店舗等における小児の眼

の曝露事故では 52％と高かった。粘膜刺激作

用による症状が主で、経口曝露では悪心・嘔吐、

口腔咽頭の違和感、吸入曝露では息苦しさ、咳、

頭痛、経皮曝露では皮膚の発赤、痛み、違和感、

眼の曝露では眼の痛み、充血、違和感であった。

成分に特異的な症状としては、アルコール含有

製品の経口摂取で顔面紅潮が認められた。二酸

化塩素による除菌をうたった製品では、メトヘ

モグロビン血症を認めた例が 1例あった。空間

除菌をうたう製品を誤飲した認知症患者では

酸素飽和度の低下が認められたが、転帰は確認

できていない。Miracle Mineral Solution を飲ん

だ例では、嘔吐、胃の痛みが認められた。また、

メタノールを手の消毒に使用した例では、皮膚

のかゆみ、発赤が認められた。 

2.1.2 製品情報の収集と分析 

JPIC に問い合わせのあった物品用除菌剤・
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空間除菌をうたう製品について、インターネッ

ト上のメーカーサイトあるいは販売サイトよ

り製品情報を取集し、222製品（物品用除菌剤

196 製品、空間除菌をうたう製品 26 製品）に

ついて情報を入手した。 

物品用除菌剤を手指消毒に使用したとの問

い合わせは 11件（7製品）あった。ポンプ式ス

プレータイプの 2製品（いずれも問い合わせ 3

件）の製品ラベルには、注意事項として「人に

は使用しない」、「人やペット、植物等の生き物

に直接スプレーしない」との記載があったが、

認識されていなかった。 

空間除菌をうたう二酸化塩素を用いた製品

を用法どおりに使用したにもかかわらず、症状

が出現した例が 30 件（4 製品）あり、使用中

に呼吸器や眼の刺激症状、頭痛などが出現して

いた。製品の Web サイトには成分臭が気にな

る時の対応について記載があるが、製品ラベル

には「使用中に不快な症状がみられた時は使用

を中止する。」との記載のみであった。 

2.1.3. 事故問い合わせ者に対する追跡調査 

医療機関からの問い合わせ53件のうち32件

（物品用除菌剤 14 件、空間除菌をうたう製品

4 件、人体用消毒剤 14 件）の追跡調査が完了

した。入院例は 4例のみで、重篤な例はなかっ

た。 

一般からの問い合わせについては 487 件の

追跡調査が完了した。医療機関の受診率は

20％前後であった。調査時点で症状が続いてい

る事例が 20 件あり、喘息が悪化した例、喘息

の可能性を指摘された例もあった。追跡調査に

合わせて、手洗い、除菌に関するアンケートを

実施したところ、帰宅後の手洗いだけではなく、

家庭内の除菌の回数も増えたと答えた人が約

8割であった。 

2.2．除菌剤、消毒剤に関する諸外国の注意喚

起、医学報告 

2.2.1 除菌剤、消毒剤による健康被害に関する

情報発信（注意喚起）状況 

次の①②の点から抽出した web サイトにつ

いて、2020 年 1 月～2021 年 2 月の 14 ヵ月間

に「COVID-19に関連する消毒剤・除菌剤等に

よる健康被害」に関する注意喚起の情報発信を

行っていたかを確認した。 

① 主要 20か国・地域（G20）を対象に、政府

機関の webサイト 

② WHO が web で公開している各国の Poison 

Control Centre（以下 PCC）のリスト(ECH 

Poison centre directory, January 2021) 4)をもと

に、92ヵ国の PCC 311施設を対象に webサ

イトにアクセスした。情報発信が確認でき

たのは、日本を含め 16 ヵ国 59 施設であっ

た。 

G20 のうち 10 か国で政府機関による注意喚

起の情報が確認できた。また PCC を設置して

いる 18か国のうち 7か国で PCCによる注意喚

起の情報が確認できた。注意喚起の対象とされ

た物質としては、次亜塩素酸ナトリウム（漂白

剤）、エタノール、メタノール、陽イオン界面

活性剤、二酸化塩素および亜塩素酸ナトリウム

が多く、またエッセンシャルオイル等も挙げら

れていた。主な国の注意喚起状況を以下に示す。 

1) USA 

CDC は The American Association of Poison 

Control Centers（AAPCC）と協力し、National 

Poison Data System（NPDS）として、アメリカ

全土の PCC 55施設の受信状況データをリアル

タイムで集計している。CDC は、Morbidity and 

Mortality Weekly Report (MMWR)において、除

菌剤・消毒剤関連で 3 件の報告を行っていた。

うち 2 件は NPDS のデータによる報告で、除

菌剤や消毒剤の事故について PCC への電話が

急増したことに関する注意喚起、手指消毒剤の

飲用によるメタノール中毒 15 件に関する注意
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喚起であった。 

AAPCCでは、除菌剤や消毒剤に関する Q&A

を公開し、家庭用除菌剤、漂白剤類の小児の事

故の増加に関する注意喚起を行っている。全米

の PCC 61 施設のうち 36 施設で除菌剤・消毒

剤に関連する注意喚起が確認でき、Facebook等

の SNS で情報提供を行っている施設も少なく

なかった。 

2) カナダ

Health-Canada（カナダ保健省）は、カナダ毒

物情報監視システム（CSSPI）で PCC のデータ

を活用することにより、国民に向けて迅速に注

意喚起できたとしている。Ontario Poison Center

は 2020 年、家庭用除菌剤、消毒剤、漂白剤等

の電話問い合わせが増えていると注意喚起し

ていた。 

3) ブラジル

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

（ANVISA、ブラジル国家衛生監督庁）は、家

庭用の除菌剤等による中毒の増加、またアルコ

ール消毒剤による小児の中毒の増加について

注意喚起している。 

4) ドイツ

The German Federal Institute for Risk

Assessment（BfR 連邦リスク評価研究所）の

web サイトには、ドイツ国内の PCC リストや

中毒事故の報告に関するQ&Aなども掲載され

ている。COVID-19をキーワードに検索したが、

消毒剤・除菌剤の注意喚起は見当たらなかった。 

PCC の 1 施設の web サイトにおいて、アル

コールや陽イオン界面活性剤等の消毒剤や洗

浄剤を飲料ボトルに移したことによる誤飲、保

育所等の施設における消毒剤の誤用について

注意喚起を行っていた。 

5) フランス

PCC の運営は French Agency for Food,

Environmental and Occupational Health & Safety

（Anses 食品環境労働衛生安全庁）が一括し

て行っている。PCC が 3 月 1 日～24 日に受信

した電話のうち 337 件が COVID-19 に関連す

る可能性があり、除菌剤、消毒剤、アルコール、

エッセンシャルオイルなどへの曝露事例 245

例のうち 144例に症状があったとして、注意喚

起を行っている。 特に空気を「浄化」すると

されるエッセンシャルオイルについては、揮発

性有機化合物(VOC)による刺激性や室内空気

汚染の可能性を注意喚起し、COVID-19の感染

防止の効果はないとしている。また店舗などに

設置されるアルコールディスペンサーの使用

時に目に入った幼児の事例について、PCC で

把握した 63 例のうち 2 例で角膜損傷を認め、

眼科で把握した 2 例は全身麻酔下で羊膜移植

手術が必要だったとして、注意喚起している。 

6) オーストラリア

Australian government Department of Health,

Therapeutic Goods Administration（TGA、オース

トラリア保健省薬品・医薬品行政局）は、高濃

度の亜塩素酸ナトリウムを含む「MMS」を新型

コロナウイルスに効果があると宣伝し、服用事

例が出現したとして、USA の宗教団体に罰金

を科した。また消費者向けに手指消毒剤・除菌

剤の使用に関して注意喚起を行っている。 

7) 日本

厚生労働省・経済産業省・消費者庁は連名で

新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について

情報提供しており、次亜塩素酸ナトリウム、次

亜塩素酸水、亜塩素酸水の人体への使用や空間

噴霧は健康被害のおそれがあるとしている。ま

た国民生活センターはメタノールの手指消毒

への使用、次亜塩素酸ナトリウムの噴霧につい

て、行わないように呼び掛けている。 

JPIC は、本研究で得られた結果をもとに、除

菌剤、消毒剤、漂白剤の問い合わせの増加、眼

に入る事故について注意喚起を行った。 
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8) イラン 

PCC41 施設のうち 2020 年 6 月には 6 施設、

2021年 3月の時点では 3施設が、COVID-19対

策としてのメタノールの使用や飲用について、

web上で注意喚起を行っている。 

Iranian Legal Medicine Organization（イラン法

医学組織）は、2020 年 3 月以降のアルコール

中毒による死亡 471 人の大半はメタノールの

飲用によるもので、メタノールを含む製品を使

用しないこと、飲まないことなどを注意喚起し

ている。 

2.2.2. コロナ禍と関連する国内外の医学報告 

1) PubMedを用いた文献検索 

PubMedで「COVID-19」と「poisoning」また

は「disinfectant」または「sanitizer」を検索語句

として文献検索を行ったところ、1681 報がヒ

ットした。そのうち、健康被害に関する報告は

57 報であった。メタノール含有の粗悪なアル

コール手指消毒剤の経口摂取に関する報告が

アメリカで 3報、インドで 1報あった。COVID-

19感染予防のため、100％メタノールをスプレ

ーしたマスクを着用し、吸入による神経障害

（脳 MRI の異常）を残した症例報告（スペイ

ン）もあった。 

アルコール手指消毒剤（alcohol-based hand 

sanitizers (ABHS)）およびアルコール濃度が低

い手指洗浄剤 alcohol-based hand rubs (ABHRs)）

に関する報告は 14報で、頻回使用に伴う皮膚

炎、眼に入る事故の報告などであった。 

亜塩素酸ナトリウム（sodium chlorite）水溶液

の誤飲による高齢者の死亡例（アメリカ）、公

共施設の出入り口などでミスト状の塩素系薬

剤等を全身に浴びる除菌ブース・トンネルの人

体への影響に対する注意喚起があった。 

各国の Poison Center がコロナ禍における中

毒事故の相談件数の増加等について報告した

ものが 12報あった。また CDCのMorbidity and 

Mortality Weekly Report (MMWR)に除菌剤・消

毒剤に関するものが 3 報あった。日本の報告

は、石けんと消毒剤の頻回使用に伴う皮膚炎に

関する 1報のみであった。 

2) 医中誌 webを用いた文献検索 

医中誌 webで、「コロナウイルス」と「消毒

剤」の掛け合わせにより日本におけるコロナ禍

と関連する医学報告を検索したが、ヒットした

65 件の中に健康被害に関する報告はなかった。

コロナ禍以前の文献について、「消毒剤（除菌

剤含む）」と「症例報告・事例」の掛け合わせ

検索を行い、抽出された 1176 件を確認した結

果、526件が抽出された。このうち報告数が 10

件以上あった物質群として、医療器具などの物

品用ではアルデヒド系（ホルムアルデヒド、フ

タラール、グルタラール）、エチレンオキサイ

ドがあり、人体・物品用ではビグアナイド系（ク

ロルヘキシジン、オラネキシジン）、陽イオン

界面活性剤（BZK、BZT等）、塩素系（次亜塩

素酸ナトリウム）、フェノール系（フェノール、

クレゾール）、ヨウ素系（ポビドンヨード、ヨ

ード、ヨードホルム）があった。一方、報告数

が 10 件に満たなかった物質群は、物品用では

酸化剤（過酢酸）、二酸化塩素、人体・物品用

ではアルコール系、両性界面活性剤、酸化剤（過

酸化水素）などがあった。 

消毒剤および除菌剤の健康被害としては接

触部位（皮膚・粘膜）の刺激・腐食性障害が多

かった。ただし、アルデヒド系では化学物質過

敏症（シックハウス）やアナフィラキシー、ビ

グアナイド系ではアナフィラキシーやショッ

クといったアレルギーが多くみられた。また、

医療機器等のガス滅菌に用いられるエチレン

オキサイドは刺激性の気体で、健康被害の半数

以上はガスの吸入や皮膚・眼の曝露による皮

膚・粘膜の刺激症状であった。 
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D. 考察

本調査で対象としている除菌剤等は、家庭

用品規制法において家庭用品に分類される

製品であり、少なくともヒトの身体に対して

「除菌」を目的として製品を使用することは

できない。一方、「消毒」、「殺菌」、「滅

菌」の表示は、疾患の予防を標榜、暗示して

いるものとして扱われることがあり、疾患の

予防を目的に使用される製品であれば薬機

法の対象製品となる。 

 製品表示について、薬機法に抵触するおそれ

がある表現として多かったのは「手指に使用可

能」と「消毒」で、その他「殺菌」などの表現

もあった。製品表示のみならず、メーカーweb

サイト及び販売 web サイトそれぞれで正しい

表現を用いる必要があると考えられる。また、

特許取得や公的機関の認可を得ていることを

標榜している製品があったが、特許番号や認可

の具体的な記載がないものが多く、景品表示法

に抵触する可能性が考えられた。厚生労働省は

WHO や米国 CDC の公表情報を受けて、消毒

剤やウイルスの量を減少させる物質の、人の眼

や皮膚に付着する、吸い込むおそれのある場所

での空間噴霧をすすめていない。しかし、調査

した製品の中には、加湿器用として販売されて

いる製品や、加湿器にも使用できる、あるいは

空間除菌と記載のある製品が認められた。 

 各製品の有効成分に関して、次亜塩素酸類製

品については有効塩素濃度を測定した。NITE

は次亜塩素酸水（pH 6.5以下）及びジクロロイ

ソシアヌル酸ナトリウム水溶液の SARS-CoV-

2除去効果を検証し、有効塩素濃度として前者

は 35 μg-Cl/mL 以上、後者は 100 μg-Cl/mL 以上

あると有効と報告している。国民生活センター

が実施した次亜塩素酸水の調査では、表示より

も有効塩素濃度が低い製品があったこと、同一

製品でも製品ロットの違いにより濃度が異な

ったことが報告されている。有効塩素は製剤中

に酸化を受けやすい有機物などが存在すると、

これに消費されて減少する。今回の製品分析で

も有効塩素濃度は不検出から 333 μg-Cl/mL と

幅があり、特にジェルタイプの 3製品はいずれ

も不検出と、製品に添加されている他成分によ

り有効塩素が消費されて残留しなかったと考

えられた。次亜塩素酸はまた、紫外線によって

分解することが知られている。本調査で pHが

6.5 以下の試料について有効塩素濃度を見ると、

NITE の検証濃度を下回っている製品が複数確

認された。このように、有効塩素濃度は、製品

の製造から管理、保管まで各段階で種々の影響

を受けやすいと考えられた。次亜塩素酸ナトリ

ウムを主成分とした家庭用漂白剤や洗浄剤に

ついては、家庭用品品質表示法において成分名

を表示することが求められている。さらに、所

定の試験で測定し塩素ガスを発生する商品に

ついては「まぜるな危険」や「塩素系」等の表

示をすることが義務付けられている。今回調査

した製品にそのような表示がなされたものは

なかったが、どの程度の塩素ガスを発生させる

か、表示が必要な製品に該当するかなどの検討

が必要と考えられる。また、ジクロロイソシア

ヌル酸ナトリウムが粉末で使われる製品につ

いては、消費者が高濃度の溶液を誤って調製す

る可能性があることから、酸性製品との混合に

関して注意表示などが必要と思われる。 

 NITE は家庭用洗浄剤に使用される界面活性

剤類について、環境表面でのウイルス除去に効

果があることを公表し、それらの有効濃度を示

している。本調査で分析したほとんどの試料中

の BZK 濃度はこれを上回っていた。BZKが検

出された試料では、四級アンモニウムや陽イオ

ン界面活性剤といった表示や、除菌剤や抗菌剤

といった表示がされていた。それ以外では、グ

レープフルーツ種子抽出物と成分表示された
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6 試料全てにおいて BZK が検出され、濃度も

高かった。他の論文でも、グレープフルーツ種

子抽出物を使用した食品添加物や健康食品、除

菌・消臭スプレーから BZKや BZTが検出され

ることが報告されている。四級アンモニウム系

化合物については、使用した消毒剤の職業性曝

露に伴う喘息発症数の増加が疫学調査にて報

告されている。また、PHMB と構造の類似した

陽イオン系ポリマー抗菌剤の PHMG及び PGH

は、韓国で加湿器用除菌剤に使用され、肺障害

が多発し社会問題となった。本調査では、空間

除菌をうたう製品や加湿器用除菌剤から BZK

等が検出された。PHMBを検出した製品につい

ては、製品によってはマスクの着用や吸入しな

いよう注意すること、加湿器には使用不可であ

ることなどが記載されているものもあった。一

方で、空間へのスプレーが効果的であるとの記

載もあり、消費者が噴霧粒子を吸入しないよう

な注意記載が必要と考えられた。 

 家庭用品規制法では、家庭用洗浄剤中の水酸

化カリウム及び水酸化ナトリウムについて、滴

定法で求めたアルカリ量として 5%以下と定め

ており、pH に単純換算すると 13 以上となる。

今回調査した製品の pH はいずれも 13 以下で

あったが、無機塩類が主成分の試料の一部は高

いものもあり、眼に入らないように注意する必

要がある。アルコール製剤については、おおむ

ね表示通りのエタノールが含有されており、諸

外国で問題となったような意図的にメタノー

ルを添加するような製品は市販されていなか

った。 

 国内における除菌剤・消毒剤による健康被害

発生の現況を把握するため、2020 年 1 月 1 日

から 12 月 31 日までに JPIC が問い合わせを受

けた事故事例を収集し、解析した。事故事例総

数は 1882 件と、過去 5 年間の平均件数の 3.1

倍と増加した。物品用除菌剤は 4月、5月の第

一波のピーク時期に一致して、空間除菌をうた

う製品はそれよりも早期の 2 月に最も事故件

数が多かった。原因となった製品は、物品用除

菌剤ではアルコール製品が 53%を占め、次いで

自治体や店舗等から配布されていた時もあっ

た次亜塩素酸類が 29%とこれまでと比べ倍増

した。空間除菌をうたう製品では、これまでと

同様に、二酸化塩素による除菌をうたった製品

が 97%と大半を占めた。人体用消毒剤による事

故もこれまでとほぼ同様で、エタノールを有効

成分とする消毒剤が 73％を占め、次いで BZK

が 18%であった。問い合わせ者の 95%は市民

からで、いずれの成分においてもほとんどが粘

膜刺激作用による症状であった。有症率は 34%

で、医療機関受診率は約 20%にとどまった。な

お、喘息が悪化した症例や空間除菌をうたう製

品の誤飲で低酸素血症に陥った高齢者の症例

があったが、重症例は発生していない。店舗等、

公共スペースでの事故がそれぞれ 40件、81件

あり、幼小児の眼に飛散したケースは有症率が

高く、注意喚起を行った。ポンプ式スプレータ

イプの物品用除菌剤を手に使えると思って使

用した問い合わせが 11 件あったが、背面に小

さな文字で書かれた注意事項は認識されてい

ないことが多かった。誤使用防止のためには、

人体用ではないことを分かりやすく表示（例え

ば、ピクトグラムなど）することが有効と考え

られた。空間除菌をうたう製品では用法通りの

使用にもかかわらず症状が出現した例があっ

たが、成分臭を感じた場合の換気等による対応

を製品ラベルに記載すれば、問い合わせを減ら

せると思われる商品があった。 

 除菌剤・消毒剤による健康被害症例について

報告されているこれまでの国内外論文等を調

査した。製剤別では、アメリカとインドにおけ

るメタノール含有の粗悪なアルコール手指消

毒剤の経口摂取に関する報告や、スペインにお
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けるメタノールをスプレーしたマスクを着用

し神経障害を起こした症例があった。アルコー

ル手指消毒剤及びアルコール濃度が低い手指

洗浄剤に関するものでは、頻回使用に伴う皮膚

炎、眼に入る事故であった。日本においてはコ

ロナ禍と関連する健康被害に関する報告はな

かったため、コロナ禍以前に遡って検索した。

報告数が 10 件以上あった物質は、ビグアナイ

ド系（クロルヘキシジン、オラネキシジン）、

陽イオン界面活性剤（BZK、BZT 等）、塩素系

（次亜塩素酸ナトリウム）などがあった。健康

被害としては接触部位の刺激、腐食性が多いが、

アルデヒド系では化学物質過敏症（シックハウ

ス）やアナフィラキシー、ビグアナイド系では

アナフィラキシーやショックといったアレル

ギーが多く見られた。 

健康被害を除菌剤・消毒剤等の曝露経路別に

見ると、経口については認知機能の低下した高

齢者での誤飲事例報告が多い。吸入については、

次亜塩素酸ナトリウムと酸やアルコール等と

の混合による塩素ガス発生例のほか、次亜塩素

酸ナトリウム洗剤を使用した場合の喘息様症

状が発生した例、及びスプレー洗浄剤の使用に

伴う肺障害事例が報告されている。それらの洗

浄剤製品には共通して両性界面活性剤のアル

キルアミンオキシドが配合されており、これが

肺胞出血の原因物質と考えられている。また、

それらの製品の pHは 10及び 14と強アルカリ

性を示し、これも肺胞出血に影響していた可能

性が考えられている。韓国では、殺菌剤として

PHMG-P 及び PGH を入れた加湿器による大規

模な健康被害が発生し、「生活化学製品及び殺

生物剤の安全管理に関する法律」において、

PHMG等の使用が禁止されている。経皮では、

首から下げるタイプの携帯型空間除菌剤によ

る化学熱傷事例があり、使用成分や製品設計に

課題があったと考えられている。洗浄剤等に含

まれる界面活性剤による皮膚障害のほとんど

は刺激性接触皮膚炎であるが、アルキルアミン

オキシドやアルキルグルコシドについてはア

レルギー性皮膚炎を起こしたとの報告も認め

られた。 

世界各国の政府機関及び中毒センターによ

る、COVID-19に関連する除菌剤、消毒剤によ

る健康被害に関する注意喚起等の発信情報を

確認した。10か国の政府機関、また 16ヵ国 59

施設の中毒センターが、何らかの情報発信を行

っていた。注意喚起の対象物質は、次亜塩素酸

ナトリウム（漂白剤）、エタノール、メタノー

ル、陽イオン界面活性剤、二酸化塩素および亜

塩素酸ナトリウムが多く、またエッセンシャル

オイル等も挙げられていた。

米国、EU及び韓国における除菌剤等に対し

ての規制状況を調査した。EUの BPR はヒト用

途と物や環境表面用途を一括して管理してい

るが、米国 FIFRA や韓国の化学製品安全法は

物や環境表面用途はバイオサイド法、ヒト用途

は医薬品法と分担している。我が国でも、ヒト

用途の製品は薬機法、物や環境表面用途は家庭

用品規制法が規制対象として所管している。パ

ンデミック発生時の対応について、EUの BPR

では製品認可を迅速に実施できるプロセスを

用意しており、米国の EVPCは、アウトブレイ

クを引き起こしているウイルス以外で実施し

た有効性試験結果を基に時限的な緩和措置を

導入する仕組みとするなど柔軟な対応を可能

としている。WHO は、COVID-19 に関連して

環境表面の洗浄と消毒に関する政策及び標準

実施要項を開発し実践する医療従事者と公衆

衛生専門家、保健当局を対象とした、COVID-

19 に係る環境表面の洗浄と消毒に関する中間

ガイダンスを公表しているが、2021 年 3 月末

現在、その後の更新はない。 

COVID-19パンデミックの長期化により、除
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菌剤・消毒剤の使用は日常化しており、継続的

な注意啓発が必要であると考えられる。また新

たな成分や使用法の製品の登場も予想され、そ

れに伴う健康被害の発生が懸念される。今後も

国内外の事故の発生状況を把握し、産官が連携

した事故防止対策が求められる。 

E. まとめ

感染症対策をうたって販売されている、家庭

用製品や室内空間に使用される除菌剤等につ

いて、その成分や使用方法に関する表示を調べ

るとともに、製品に含有されている有効成分等

の分析を行った。また、国内の除菌剤等による

事故事例の解析、国内外の健康被害に関する文

献調査、及び諸外国の注意喚起、規制等状況を

調査した。 

製品表示については、消毒や手指に使用でき

るなどの記載等、薬機法に抵触するおそれがあ

る製品が認められた。製品別に、有効塩素濃度、

二酸化塩素類、アルコール類及び VOCs、界面

活性剤等を測定した。有効塩素濃度が表示より

も低い製品や表示 pHと異なっている製品が確

認された。エタノール濃度については、ほとん

どの製品で表示と大きな差異は認められなか

った。VOCsについては、いくつかの成分が検

出されたが全体として低濃度であった。界面活

性剤類は主に BZK 類が検出され、製品には陽

イオン界面活性剤、除菌剤や抗菌剤と表示され

ているが、製品によっては何の表示もされてい

ないものもあった。一部 pH の高い製品があっ

た。 

除菌剤・消毒剤による事故の発生状況を JPIC

の問い合わせをもとに解析した。除菌剤・消毒

剤による事故は、COVID-19 感染症の流行によ

り著しく増加しており、誤飲や不適切な使用、

また誤った情報に基づく誤用による事故が起

こっていた。海外でも同様の事故が起こってお

り、各国においても PCC への問い合わせ状況

などをもとに注意喚起がなされていた。 

EU、米国及び韓国の規制体制や対応状況を

調査した。EUでは、BPRでヒト用途と環境表

面用途を一括して管理し、米国及び韓国では環

境表面用途は FIFRA 及び化学製品安全法、ヒ

ト用途は医薬品法となっている。パンデミック

発生時の対応では、BPR では製品認可を迅速

に実施できるプロセスを、米国ではアウトブレ

イクを引き起こしているウイルス以外で実施

した有効性試験結果を基に時限的な緩和措置

を導入することができる仕組みが存在してい

た。 
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